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検 討 課 題

平成22年10月



 

 

 ○ 納税環境整備 

○ 個人所得課税 

○ 法人課税 

○ 国際課税 

○ 資産課税 

○ 消費税 

○ 個別間接税 

○ 市民公益税制（寄附税制など） 

○ 地域主権の確立に向けた地方税財源のあり方 
 

平成22年度税制改正大綱「第3章 各主要課題の改革の方向性」（項目） 

（注）23年度の検討課題と明記されている項目等 

・租税特別措置・税負担軽減措置等の見直し（平成22年度末までに期限が到来するもの等） 

・納税環境整備 

・「二重控除」問題解消のための抜本的措置 

・相続税の課税ベース、税率構造の見直し 

・地球温暖化対策のための税 
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・地方環境税の検討 

・寄附金、公益活動を行う法人に係る税制の検討 

・金融証券税制 

・新築住宅等に係る固定資産税の減額措置の見直し 

・事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置等の見直し 

・特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が設置する図書館、博物館

及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び不動産取得税についての検討 



 

新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策（抜粋） 

 

「法人実効税率の引下げについては、日本に立地する企業の競争力強化と外資系企業の立地促進のため、課税

ベースの拡大等による財源確保と併せ、23年度予算編成・税制改正作業の中で検討して結論を得る。」 

「・新成長戦略の実現、特に「雇用」を機軸とした経済成長を推進する観点から、政策税制措置を平成23年度

税制改正において講ずる。このため、①健康･環境分野等をはじめとする雇用の創出のほか、②正規雇用化、

③育児支援、④障がい者雇用などの視点を踏まえ、例えば、雇用の増加に応じ、企業の税負担を軽減する

措置を講ずるなど、有効な税制措置の具体化を図る。 

 ・また、企業の環境関連の設備投資・技術開発等を推進するための税制上の措置を講ずる。 

 ・このため、「日本国内投資促進プログラム」の検討と並行して、上記の税制措置について、税制調査会に雇

用促進税制等の検討を行うプロジェクトチームを設置し、早急に議論を開始する。」 
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税制抜本改革に関する記述 

（１）平成22年度税制改正大綱 
「税制調査会は、専門家委員会のこうした助言を受けながら、内閣官房国家戦略室とも連携しつつ、歳入・歳

出一体の改革が実現できるよう、税制抜本改革実現に向けての具体的ビジョンとして、工程表を作成し、国民

の皆様にお示しします。」 

（２）財政運営戦略（平成22年6月22日 閣議決定） 
   「個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる税制の抜本的改革を行うため、早急に具体的内容

を決定することとする。こうした税制の改革により、財政健全化目標の達成に向けて、必要な歳入を確保して

いく。」 

（３）地域主権戦略大綱（平成22年 6月2日 閣議決定） 
「地域に必要なサービスを確実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保することで、住民生活の安心

と安全を守るとともに地方経済を支え、地域の活力を回復させていくとの基本理念に立ち、次のとおり、地域

主権改革の工程及び平成22 年度税制改正大綱の方向性に沿って、地方税財源の充実確保を推進する。 

今後、地域主権を確立するためには、国と地方の役割分担の大幅な見直しと併せて、それぞれの担う役割に

見合った形へと国・地方間の税財源の配分の在り方を見直す。 

具体的には、地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業の権限を移譲する。国と

地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡充するという観点から国・地方間の税財源

の配分の在り方を見直す。社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏

在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築する。 

また、地方公共団体が事務事業のみならず税の面でも創意工夫を活かすことができるよう、課税自主権の拡

大を図る。」 

（注）平成21年度税制改正法附則104条 

・ 税制抜本改革について、①平成23年度までに必要な法制上の措置を講じることを政府に義務付けるととも

に、②第3項において、各主要税目に関する改革の基本的方向性を規定。 
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平成22年度税制改正大綱 抜粋 

 

第３章 各主要課題の改革の方向性 

 

１．納税環境整備 

（１）納税者権利憲章（仮称）の制定 

「代表なくして課税なし」の言葉に象徴されるように、議会制度は税と共に発展してきたといっても過言ではありません。

つまり、議会制民主主義における税のあり方は、あくまでも税を納める主権者たる国民の立場に立って決められるべきもの

です。国民主権にふさわしい税制を構築していくため、納税者の税制上の権利を明確にし、税制への信頼確保に資するもの

として「納税者権利憲章（仮称）」を早急に制定します。 

納税者の権利を守るための具体的な改革として、更正等の期間制限が課税庁からの更正と納税者からの修正で異なる点に

ついて見直していきます。特に課税庁の増額更正（事後的な納税額の増額）の期間制限が３～７年であるのに対して、納税

者からの更正の請求（事後的な納税額の減額）の期間制限が１年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直す

必要があります。 

（２）国税不服審判所の改革 

税が議会制民主主義の根幹であることを考えれば、個別の課税事案に対して納得できない納税者の主張を聞く「国税不服

審判所」は、民主主義にとって極めて重要な機関です。 

しかし、国税不服審判所の現状は、この重要な役割を果たすには十分ではありません。特に、その機能を果たすために最

も重要な審判官の多くを国税庁の出身者が占めていることは問題です。そのほかにも証拠書類の閲覧・謄写が認められてい

ないなどの問題があります。 

これらの観点から、国税不服審判所の組織や人事のあり方、不服申立前置主義の見直し、不利益処分の理由附記などにつ

いて、行政不服審査制度全体の見直しの方向を勘案しつつ、納税者の立場に立って、適正な税務執行が行われていることが

国民に明らかになるよう、必要な検討を行います。 

（３）社会保障・税共通の番号制度導入 

社会保障制度と税制を一体化し、真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障を充実させるとともに、社会保障制度の効

率化を進めるため、また所得税の公正性を担保するために、正しい所得把握体制の環境整備が必要不可欠です。そのために
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社会保障・税共通の番号制度の導入を進めます。 

番号は基礎年金番号や住民票コードなどの既存番号の活用、新たな付番など様々な選択肢が考えられます。付番・管理す

る主体については、（４）で詳述する歳入庁が適当であると考えます。 

以上、徴収とも関連しますが、主として給付のための番号として制度設計を進めます。その際は、個人情報保護の観点が

重要なことは言うまでもありません。 

（４）歳入庁の設置 

年金制度改革と並行して、年金の保険料の徴収を担っている日本年金機構（2010年１月に社会保険庁より改組予定）を廃

止し、その機能を国税庁に統合、歳入庁を設置する方向で検討を進めます。 

歳入庁は税と社会保険料の賦課徴収を一元的に行います。行政の効率化が進み、行政コストも大幅に削減できます。国民

にとっても、税は税務署、保険料は社会保険事務所など別々の場所に納付する手間が省けます。 

歳入庁は、国税と国が管掌する社会保険料の徴収を行うこととなりますが、国税と徴収対象や賦課基準が類似の税につい

て自治体が希望する場合、地方税等の徴収事務を受託することも検討します。 

（５）罰則の適正化 

納税者の税制上の権利の裏返しとして、納税者には適正に税制上の義務を履行することが求められます。義務を適正に履

行しない納税者に対しては、厳正かつ的確に対処する必要があります。 

課税の適正化を図り、税制への信頼を確保するためには、罰則の適正化も重要です。他の経済犯とのバランスなどを考え

ながら、罰則の見直しを行う必要があります。 

（６）納税環境整備に係るＰＴの設置 

以上、（１）納税者権利憲章（仮称）の制定、（２）国税不服審判所の改革、（３）社会保障・税共通の番号制度導入、（４）

歳入庁の設置、等について、具体化を図るため、税制調査会の下にプロジェクト・チーム（ＰＴ）を設置します。特に、（１）

（２）（３）については１年以内を目途に結論を出します。 

なお、社会保障・税共通の番号制度やこれを付番・管理する歳入庁の設置については、税制のみならず、社会保障制度も

関連することから、税制調査会のＰＴと並行して、内閣官房国家戦略室を中心に、府省横断的に検討を行うこととします。 
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２．個人所得課税 

（１）所得税 

① 基本的仕組み 

現行所得税では、収入や経済的利益などから、発生形態に応じて設けている給与・事業など10種類の所得分類に従って、

給与所得控除や必要経費などを差し引き、所得金額を計算しています。原則として、これらの10種類の所得金額を合算し、

その金額から基礎控除、配偶者控除などの所得控除を差し引き、その残額に対して超過累進税率を適用して税額を計算す

る総合課税の仕組みをとっています。 

累進税率とは、所得が多くなるに従い高い税率を課す方法であり、我が国では６つの税率適用所得区分（ブラケット）

を設け、ブラケットに応じた税率を課す超過累進税率をとっています。 

例えば、300万円の所得（収入ではありません）がある場合、０円から195万円までは税率５％、195万円超330万円ま

では10％ですので、195万円×５％＋（300万円―195万円）×10％＝20.25万円という計算になります。 

ただし、利子などは源泉分離課税と言って、源泉徴収段階で課税し、他の所得と合算しません。株式譲渡益などは申告

分離課税と言って、確定申告の段階で他の所得と合算せず、課税しています。 

② 現状と課題 

所得税については、累次の改正により、税率の引下げ・その適用範囲（ブラケット幅）の拡大が行われるとともに、各

種控除の累次にわたる拡充によって課税最低限の引上げが行われてきており、所得再分配機能や財源調達機能が低下して

いる状況にあります。 

現在の所得税は累進構造をとっていますが、実効税率はなだらかに上昇し、一定所得以上は下降しており、累進性を喪

失している状態と言えます。 

その原因としては、第一に、所得控除が相対的に高所得者に有利なこと、第二に、分離課税している金融所得などに軽

課していることなどが挙げられます。 

格差が拡大する中、所得税には所得再分配機能の発揮が求められています。特に、中間層が低所得層へと落ちていく下

への格差拡大を食い止めることは喫緊の課題です。 

累進構造を回復させる改革を行って所得再分配機能を取り戻す必要があります。 

③ 改革の方向性 

所得再分配機能を回復し、所得税の正常化に向け、税率構造の改革のほか、以下のような改革を推進します。 

第一に、的確に所得捕捉できる体制を整え、課税の適正化を図るために、社会保障・税共通の番号制度の導入を進めま
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す。ただし、一般の消費者を顧客としている小売業等に係る売上げ（事業所得）や、グローバル化が進展する中で海外資

産や取引に関する情報の把握などには一定の限界があり、番号制度も万能薬ではないという認識も必要です。 

第二に、所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ転換を進めます。 

第三に、本来、全ての所得を合算して課税する「総合課税」が理想ではありますが、金融資産の流動性等にかんがみ、

当面の対応として、景気情勢に十分配慮しつつ、株式譲渡益・配当課税の税率の見直しに取り組むとともに、損益通算の

範囲を拡大し、金融所得の一体課税を進めます。 

④ 所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ 

現行所得税の所得控除制度は、結果として、高所得者に有利な制度となっています。なぜなら同額の所得を収入から控

除した場合、高所得者に適用される限界税率が高いことから高所得者の負担軽減額は大きくなる一方で、低い税率の適用

される低所得者の実質的な軽減額は小さくなるからです。 

例えば、０歳から 15 歳までの子どもを対象とする扶養控除は子育て支援の機能を有していますが、同じ 38 万円の所得

控除を適用した場合、高所得者が10万円を超える減税になるのに対して、低所得者では２万円の減税にもなりません。 

所得控除を一律の税額控除に変えれば、限界税率の低い低所得者ほど所得比で見た負担軽減効果が大きい仕組みになり

ます。 

手当は相対的に高所得者に有利な所得控除に代えて現金給付を行うものであり、定額の給付であることから相対的に支

援の必要な人に実質的に有利な支援を行うことができます。 

所得再分配機能の回復や「所得控除から手当へ」との考え方の下で、支え合う社会づくりの第一歩として、子どもの養

育を社会全体で支援するとの観点から、22 年度において、子ども手当の創設とあいまって、０歳から 15 歳までの子ども

を控除対象とする扶養控除を廃止することとします（平成 23 年分からの適用となります）。23 歳から 69 歳までの成年を

控除対象とする扶養控除についても、このような観点に加え、就労している人と就労していない人との公平の観点からも

検討を行ってきましたが、さらに議論を深めて幅広い国民的な合意を得ながら、今後、その見直しに取り組むこととしま

す。 

教育費等の支出がかさむ世代の税負担の軽減を図るために創設された 16 歳から 22 歳までの特定扶養親族を控除対象と

する特定扶養控除については、22 年度において、高校の実質無償化に伴い、16 歳から 18 歳までの特定扶養親族に対する

控除の上乗せ部分（25万円）を廃止することとします（平成23年分からの適用となります）。これらの見直しに伴い、現

行よりも負担増となる家計については適切な対応を検討します。 

なお、所得税・個人住民税の扶養控除等について、「所得控除から手当へ」等の考え方の下で見直すことにより、現行制
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度においては、これらの税額等と連動している国民健康保険料、保育料等の医療・福祉制度に関する負担に影響が生じる

ことになりますが、見直しの趣旨を踏まえて、制度の所管府省においては、負担の基準の見直し、経過措置の導入など適

切な措置を講じることとします。 

配偶者控除については、その考え方等について広く意見を聴取しつつ整理を行った上で、今後、その見直しに取り組む

こととします。 

また、所得再分配機能の回復等の観点からの、給与所得控除の見直しや、税率構造などの所得税改革にも取り組むこと

とします。 

給与所得控除には上限がありませんが、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えにくく、

高所得者により有利な制度となっています。このため、給与所得控除に関しては、上限を設けるなどの見直しが必要です。

また、給与所得者であっても、本来は実際にかかった経費の実額を控除することが望ましいと言えます。現行の特定支出

控除（通勤費など一定の支出の額が給与所得控除額を超えるときは、その超える部分を控除する制度）の適用実績は僅少

で推移しています。給与所得控除の見直しと併せ、特定支出控除の対象範囲を拡大することにより、給与所得者にとって

使いやすい制度にすることを検討します。 

国民の納税者としての意識を高め、より強固な民主主義を構築していくため、納税者自らが所得及び税額を確定申告す

ることが基本でなければなりません。給与所得控除と特定支出控除を見直すことにより、特定支出控除の選択的適用の増

加を通じ、給与所得者の確定申告の機会拡大につなげます。 

さらに、所得再分配機能を高めていくために、「給付付き税額控除」の導入も考えられます。これは税額控除を基本とし

て、控除額が所得税額を上回る場合には、控除しきれない額を現金で給付するといった制度です。給付とほぼ同じ効果を

有する税額控除を基本とすることから、手当と同様に、相対的に低所得者に有利な制度です。 

給付付き税額控除は多くの先進国で既に導入されています。我が国で導入する場合には、所得把握のための番号制度等

を前提に、関連する社会保障制度の見直しと併せて検討を進めます。 

以上で述べた税額控除・給付付き税額控除と手当などの社会保障政策のベストミックスで「支え合う」社会を構築して

いきます。 

（２）個人住民税 

個人住民税は「地域社会の会費」として、住民がその能力に応じて広く負担を分かち合うという性格を有しており、所得

税よりも課税最低限が低く設定されていて、比例税率をとっています。 

前述した通り、平成 22 年度税制改正では所得税において①０歳から 15 歳までの子どもを控除対象とする扶養控除の廃
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止、②16 歳から18 歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止を行います。税体系上の整合性の観点等から、個人住民税に

ついても平成22 年度税制改正において同様の措置を講じます（平成24 年度分からの適用となります）。その際、扶養控除

等の見直しにより国民健康保険料等に影響が生じることになりますが、制度の所管府省において、負担の基準の見直し・経

過措置の導入など、適切な措置を講じることとします。さらに、今後の所得税における控除整理も踏まえ、控除のあり方に

ついて検討を進めます。 

個人住民税の所得割は前年所得を基準に課税しているため、収入が前年より大きく減少した人にとっては金銭的負担感が

過重になります。納税者、特別徴収義務者、地方自治体の事務負担を踏まえつつ、現年課税化についても検討を行います。 

 

３．法人課税 

（１）現状と課題 

我が国の国税と地方税を合わせた法人実効税率は、国際的にみると高く、国際競争力などの観点から税率引下げの必要性

が指摘されるところです。他方で、法人所得課税の負担に社会保険料事業主負担をあわせてみると、国際的にも必ずしも高

い水準ではないという見方もあります。また、租税特別措置により、実質的な企業の負担には産業によってばらつきが見ら

れます。 

（２）法人税の改革の方向性 

このところ法人課税の分野では、主に租税特別措置により特定の分野や活動に限られた財源を集中することで我が国経済

を後押しする手法がとられてきました。しかし、諸外国をみれば、この間に課税ベースの拡大と併せた法人税率の引下げが

進んできています。そこで、我が国でも、第２章で述べた通り、租税特別措置の抜本的な見直しなどを進め、これにより課

税ベースが拡大した際には、成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の維持・向上、国際的な協調などを勘案しつつ、

法人税率を見直していくこととします。 

（３）中小法人に対する軽減税率の引下げ 

我が国において地域経済の柱となり、雇用の大半を担っているのは中小企業です。こうした中小企業を支えることは、税

制にとっても重要な課題の一つです。このため、租税特別措置の見直しに当たっても、中小企業にはできる限りの配慮を行

います。また、公益法人などに対する税率との均衡等も勘案しつつ、厳しい経営環境の中で必死に利益を上げている中小企

業を支援するため、中小法人に対する軽減税率を引き下げることが必要です。これについては、課税ベースの見直しによる

財源確保などと合わせ、その早急な実施に向けて真摯に検討します。 

（４）特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度 
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特殊支配同族会社（いわゆる一人オーナー会社）については、現在、業務主宰役員（一人オーナー）の役員給与の一部を

損金不算入とする制度が設けられています。この制度は、特殊支配同族会社の業務主宰役員は自ら給与を決めることで税負

担の調整を図ることが可能であるという点を踏まえ、そうした役員給与が法人段階で損金算入され、個人段階でも給与所得

控除の対象となる「二重控除」の問題に対処するために設けられたものです。しかし、この制度については、二重控除を是

正する手法として適当かといった批判があります。 

このため、本制度は平成 22 年度税制改正で廃止します。その上で、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論

をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税

制改正で講じることとします。 

（５）地方法人課税 

国民が自らのニーズや地域の特性に合った行政サービスを享受できるようにするためには、地方自治体の財源を安定させ

る必要があります。しかし、法人住民税と法人事業税は地方自治体の基幹的税目でありながら、景気に左右されやすいとい

う問題を有しています。  

また、法人住民税と法人事業税は、地方税の税目の中で最も地域間格差が大きい税目です。各都道府県別に人口１人当た

りの法人住民税と法人事業税の税収額の指数（平成 20 年度決算見込み）を比較すると、最大の東京都と最小の奈良県の差

は6.6 倍となっています。格差是正のために地方法人特別税・譲与税の仕組みが導入されましたが、税制の抜本改革におい

て偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの暫定措置にすぎません。  

現行の地方交付税制度よりも財政調整の機能を一層強化した新たな制度を創設するための検討と併せて、税源の偏在性が

少なく、税収が安定的な地方税体系の構築に向けて議論を進めます。  

 

４．国際課税 

（１）現状と課題 

近年、経済取引のグローバル化の進展に伴い、外国関係会社との取引関係の操作や税負担の少ない国（いわゆるタックス・

ヘイブンなど）を利用した租税回避行為のリスクが高まっています。また、グロ－バル化が進む中、国境を超える取引が恒

常的に行われるとともに、その取引も法人その他の多様な事業体の利用により複雑化していますが、実際に課税・徴収を確

保するには、情報の把握の困難性や外国の主権により執行上の制約を受けるなど、税務執行も困難化しています。 

一方で、税務執行に係るルールを一層明確化し、経済取引の実態により即したものとすることが、納税者側に過大な負担

をかけず、正常な企業活動を阻害しないために重要です。 
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このため、制度・運用の両面において租税回避を防止して我が国の適切な課税権を確保すると同時に、企業活動活性化の

ため税務執行に係るルールを明確化・適正化する必要があります。 

（２）改革の方向性 

移転価格税制については、平成 22 年度税制改正において必要な改正を行う予定です。今後、ＯＥＣＤにおける移転価格

ガイドライン見直しの議論の動向などを踏まえつつ、関連者の判定基準における実質的な判断や独立企業間価格の算定方式

における「幅（レンジ）」の概念のあり方などについて検討を行うとともに、独立企業間価格の算定方式の適用優先順位の

柔軟化や比較対象取引の候補となりうる取引が複数存在する場合等の選定のあり方の更なる明確化、シークレットコンパラ

ブル（類似の取引を行う第三者から質問検査等により入手した比較対象取引についての情報）のあり方、執行体制の充実な

どによる事前確認の一層の迅速化など、必要な方策を検討します。 

また、適切な課税・徴収の確保の観点から、クロスボーダーで活動を行う者の適切な課税の確保や、国外資産等に係る情

報の的確な把握についても、具体的な方策について検討する必要があります。 

さらに、租税条約については、今後とも我が国経済の活性化や我が国課税権の適切な確保に資するよう、我が国の経済構

造及び国内法制、国際課税を巡る状況等を勘案しつつ、そのネットワークの迅速な拡充に努めます。 

（３）国際連帯税 

国際金融危機、貧困問題、環境問題など、地球規模の問題への対策の一つとして、国際連帯税に注目が集まっています。

金融危機対策の財源確保や投機の抑制を目的として、国際金融取引等に課税する手法、途上国の開発支援の財源確保などの

ために、国境を越える輸送に課税する手法など、様々な手法が議論されています。すでにフランスやチリ、韓国などが航空

券連帯税を導入するなど、国際的な広がりを見せています。我が国でも、地球規模の問題解決のために国際連帯税の検討を

早急に進めます。 

 

５．資産課税 

（１）相続税・贈与税 

相続税は格差是正の観点から、非常に重要な税です。バブル期の地価急騰に伴い、相続税の対象者が急激に広がったこと

などから、基礎控除の引上げや小規模宅地等の課税の特例の拡充により、対象者を抑制する等の改正が行われました。バブ

ル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われてきませんでした。そのため、相続税は100人に

４人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たせている

とは言えません（資料６参照）。また、金融資産の増加などの環境の変化が見られます。 
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今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します。 

その見直しに当たっては、我が国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成や事業の円滑な承継等に配慮しつつ、

本人の努力とは関係のない大きな格差が固定化しない社会の構築や課税の公平性に配慮すべきです。 

さらに、相続税の課税方式の見直しに併せて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税

のあり方も見直していく必要があります。 

また、法人等を利用した租税回避への対応など、課税の適正化の観点からの見直しを引き続き行っていきます。 

（２）固定資産税 

固定資産税は市町村税収の約42.5％（平成21 年度地方財政計画）を占める重要な税目です。 

しかし、これまで適用実態や正当性等が検証されないまま、数多くの政策税制措置が設けられ、課税ベースを侵食してい

ます。「公平・透明・納得」の税制の構築に向けて、「租税特別措置の見直しに関する基本方針」による見直しに加え、①実

施期間が長期にわたる措置、②適用件数が少ない措置、③適用金額が小さい措置のいずれかの要件に該当する政策税制措置

を今後４年間で厳格に見直します。 

上記の見直しにより、国民の生活を支える行政サービスを提供する市町村がより安定的に財源を確保できるようになりま

す。 

また、公平性・公正性の観点から、負担調整措置のあり方及び固定資産の適正な評価について検討を進めます。 

 

６．消費税 

消費税については、三党連立政権合意において、「現行の消費税５％は据え置くこととし、今回の選挙において負託され

た政権担当期間中において、歳出の見直し等の努力を最大限行い、税率引き上げは行わない」との方針を示しています。 

消費税は景気に比較的左右されない税目であり、我が国の基幹税目となっています。一方、消費税には所得が低いほど負

担感が強い、いわゆる逆進性が指摘されるところです。逆進性対策として、軽減税率も考えられますが、非常に複雑な制度

を生むこととなる可能性があることなどから、「給付付き税額控除」の仕組みの中で逆進性対策を行うことを検討していき

ます。 

消費税のあり方については、今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、使途の明確化、逆進性対策、課税の一

層の適正化も含め、検討していきます。 

 

７．個別間接税 
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（１）基本的な考え方 

消費税は基本的に全ての財・サービスに課されていることから、そのほかに間接税を課すことは、実質的に二重の負担を

もたらすことになります。したがって、個別間接税については、特定の政策目的を含め、課税の趣旨を明確にすべきです。 

一方で、個別間接税に関連し、「グッド減税・バッド課税」という考え方が示されています。これは特定の財・サービス

が環境や健康などに影響をもたらす時に、それが好影響である時には税負担を軽減し、悪影響である時には税負担を課すと

いう考え方です。 

「グッド減税・バッド課税」の考え方に立ち、健康に配慮した税制や地球規模の課題に対応した税制の検討も進めます。 

（２） たばこ税・酒税 

たばこ税・酒税は、いずれも消費税と実質的に二重の負担をもたらすものであると同時に、これまで安易な財源確保策と

して用いられてきたという問題があります。 

これはたばこ税・酒税が財源確保を目的に創設されたことに由来するものですが、前記の基本的な考え方に照らして、こ

のようなあり方は望ましいものではありません。 

たばこ税・酒税は国民の健康に対する負荷を踏まえた課税に改めるべきであり、その際には国民に分かりやすい仕組みに

することが必要です。その観点から、酒税については、酒類の生産・消費の状況等に配慮しつつ、類似の酒類については、

基本的に致酔性の観点からアルコール度数に着目した税制とすることを検討します。 

たばこ税については、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、将来に向かって、税率を引き上げていく必

要があります。その判断にあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を見極めつ

つ行っていくこととします。その過程で、たばこ法制について、現行のたばこ事業法を改廃し、たばこ事業のあり方につい

て、上記のたばこ関係者の生活や事業の将来像を見据えて、新たな枠組みの構築を目指すこととします。 

上記の方針に沿って、平成22年度において、１本あたり3.5円の税率引上げ（価格上昇は５円程度）を行います。 

（３）暫定税率、地球温暖化対策のための税等 

① 暫定税率 

揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税、自動車重量税及び自動車取得税の暫定税率は、これまで累次の道路整備計画に

定められた道路整備のための財源として、道路整備計画と一体的なものとして延長されてきました。 

現在の暫定税率は、平成19年12月に検討された10年間の道路整備計画の案を根拠に平成20年４月から平成30年３月

末までの 10 年間のものとして定められましたが、財源の使途については、前政権下の平成 21 年４月に一般財源化され、

道路特定財源制度はなくなりました。 



 15 

このような認識に立って、現行の10年間の暫定税率は廃止することとします。 

他方、現在は石油価格も安定しており、化石燃料消費が地球温暖化に与える影響についても度外視できない状況にもあ

ります。また、急激な税収の落ち込みにより、財政事情も非常に厳しい状況にあることも踏まえる必要があります。この

ようなことから、今回の税制改正では、長い経緯に縛られてきた現行の 10 年間の暫定税率は、廃止しますが、当分の間、

揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税について現在の税率水準を維持することとしました。 

ただし、国民の生活を守る観点から、平成20年度上半期に見られたような石油価格の異常な高騰時には、本則税率を上

回る部分の課税を停止するための措置を併せて講じることとします。 

② 地球温暖化対策のための税 

地球温暖化対策の観点から、1990年代以降、欧州各国を中心として、諸外国において、エネルギー課税や自動車関連税

制などを含む、環境税制の見直し・強化が進んできています。 

我が国における環境関連税制による税収の対ＧＤＰ比は、欧州諸国に比べれば低いといえますが、今後、地球温暖化対

策の取組を進める上で、地球温暖化対策のための税について、今回、当分の間として措置される税率の見直しを含め、平

成23年度実施に向けて成案を得るべく更に検討を進めます。 

③ 車体課税 

自動車関連諸税においてはかねてより簡素化、負担の軽減、グリーン化が強く求められてきました。 

平成 22 年度においては、自動車重量税について、現行の 10 年間の暫定税率を廃止した上で、地球温暖化対策の観点か

ら、当分の間、次世代自動車（電気自動車、ハイブリッド自動車等）には本則税率を適用するとともに、次世代自動車と

比べて、単位重量あたりのＣＯ2 排出量が多いガソリン車等については、本則税率の２倍（自家用乗用車の場合）の税率

を設定するなどの措置を講じることとします。 

また、いわゆる「エコカー減税」（24年４月末まで）については、制度の仕組みを維持します。 

以上の措置により、自動車重量税のグリーン化を行いながら、暫定税率による上乗せ分の国分の約２分の１に相当する

規模の税負担の軽減を図ることとします。 

自動車取得税については、現行の10年間の暫定税率を廃止した上で、地球温暖化対策の観点から、当分の間、現在の税

率水準を維持することとします。また、いわゆる「エコカー減税」（24 年３月末まで）については、制度の仕組みを維持

します。 

④ 地方環境税の検討 

喫緊の課題である地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組を進め、地球環境に貢献することが
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求められています。 

ＣＯ２の排出を抑制するためには、地方税においても、すでに軽油等に課税していることを踏まえ、燃料や自動車に対

して、環境への負荷に応じた措置を行うことが必要です。 

また、地方公共団体は、地球温暖化対策について様々な分野で多くの事業を実施しています。このような地方の役割を

踏まえ、地球温暖化対策のための税を検討する場合には、地方の財源を確保する仕組みが不可欠です。  

 

８．市民公益税制（寄附税制など） 

 

従来、公共は行政により専ら担われてきました。昨今、市民・事業者・行政が協働して課題を解決していく「新しい公共」

の役割が重要性を増してきています。 

少子高齢化が進む中、国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するため、教育や子育て、街づくり、防犯や防災、

医療や介護・福祉などの公益活動に市民が積極的に参加していけるよう、社会全体で支えていく必要があります。  

市民が担う公益活動を資金面で支える上で寄附の役割は重要です。市民公益税制に係るプロジェクト・チーム（ＰＴ）を

設置し、平成 22 年４月末を目途に成果を得るよう改革に向けた検討を進めます。ＰＴでは、寄附税制に加え、公益活動を

担う法人（ＮＰＯ法人や公益法人など）に係る税制についても検討を行います。 

 

 

９．地域主権の確立に向けた地方税財源のあり方 

（１）国と地方の税源配分のあり方の見直し 

地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業の権限を移譲します。国と地方の役割分担を踏ま

えるとともに、地方が自由に使える財源を拡充するという観点から国・地方間の税財源の配分のあり方を見直します。 

社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方

税体系を構築します。 

（２）地方税に関する国の関与のあり方の見直し 

地方自治体が事務事業のみならず税の面でも創意工夫を活かすことができるよう、課税自主権の拡大を図ります。 

（３）地方の意見を反映する仕組みの構築 

国が地方に優越する上下関係から、対等の立場で対話していける新たなパートナーシップ関係に転換します。そのため
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に、国と地方が対等に協議する場の法制化の議論との関連を整理しつつ、地方税制に関する地方の声を十分反映できる仕

組みを検討します。 

 

第４章 平成22年度税制改正 
 

５．資産課税 

（２）租税特別措置等 

〔地方税〕 

（延長・拡充等） 

〈固定資産税・都市計画税〉 

④ 長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、今後１年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措置と併せて優良な

住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限を２年延長します。 

⑤ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、今後１年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措置と併

せて優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限を３年延長します。 

⑦ 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、今後１年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していく

ことを条件に、適用期限を２年延長します。 

⑧ バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、今後１年間で新築住宅に係る固定資産税の減額措

置と併せて優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限を３年延長します。 

 

11．検討事項 

〔国税〕 

（１）非上場株式等の信託を利用した事業承継に係る税制上の措置については、現行の事業承継税制の定着を図る中で、その

利用状況や、信託を利用した事業承継の実態及び税制上の措置の必要性等を踏まえ、引き続き検討を行います。 

（２）外貿埠頭公社の民営化に伴い承継する不動産の登記に係る登録免許税については、４つの公社（財団法人大阪港埠頭公

社、財団法人神戸港埠頭公社、財団法人横浜港埠頭公社及び財団法人名古屋港埠頭公社）の株式会社化に対する取組状況

等を踏まえ、引き続き検討を行います。 

（３）郵便貯金銀行、郵便保険会社、郵便局会社等に係る税制上の措置については、消費税を含む税制の基本的な考え方等に
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基づき、国会や与党におけるこれまでの議論、「郵政改革の基本方針」（平成 21 年 10 月 20 日閣議決定）等に沿った検討

も踏まえつつ、ユニバーサルサービスの担保等のための政策のあり方の観点から、所要の検討を行います。 

（４）輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置及び揮発油税法等における石油化学製品製

造用揮発油に係る免税措置については、地球温暖化対策との関係、制度が導入された際の趣旨の整理と今日的な評価、対

象企業・関連産業の国際競争力に与える効果の検証等を踏まえ、引き続き検討を行います。 

（５）市民公益税制プロジェクト・チームの設置 

第３章でも述べたとおり、市民公益税制に係るプロジェクト・チームにおいて、寄附税制や公益活動を担う法人（ＮＰＯ

法人や公益法人など）に係る税制について、専門的・総合的観点から検討します。その際、次の項目についても、併せて検

討します。 

① 認定ＮＰＯ法人の収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出（繰入れ）をした金額をその

収益事業に係る寄附金の額とみなして寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入を認める制度（いわゆる「みなし寄附

金制度」）に係る損金算入限度額の引上げについては、他の公益法人における「みなし寄附金制度」とのバランス等も踏

まえつつ検討します。 

② 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律に基づく研

究開発法人に対する寄附金を指定寄附金とする制度の創設については、独立行政法人改革との関係を整理した上で、特定

公益増進法人に対する寄附金から指定寄附金とする場合の効果等について検討します。 

 

③ 寄附文化醸成に向けた寄附税制の拡充については、所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げを含むこれまでに行った

制度拡充の効果の検証を行うとともに、寄附金控除を年末調整の対象とするか否かについては、執行面の問題などを検討

します。 

④ 給付制奨学金事業を行う民間団体への寄附金に係る税額控除制度の創設については、特定の団体への寄附のみを税額控

除化することの適否を検討します。 

 

〔地方税〕 

（１）個人住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲について、市民公益税制に係るプロジェクト・チームに

おいて検討します。  

（２）事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、来年１年間真摯
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に議論し、結論を得ます。 

（３）現在収入金額課税を行っている電気供給業、ガス供給業及び保険業に係る法人事業税の課税方式については、中長期的

に検討します。 

（４）特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産

税、都市計画税及び不動産取得税について、移行状況や施設の使用・経営実態等を調査したうえで、平成22 年度に結論

が得られるよう必要な検討を行います。 

 

 

〔国税・地方税共通〕 

（１）金融証券税制については、金融商品間の損益通算の範囲の拡充に向け、平成 23 年度改正において、公社債の利子及び

譲渡所得に対する課税方式を申告分離課税とする方向で見直すことを検討します。 

（２）地球温暖化対策のための税については、今回、当分の間として措置される税率の見直しも含め、平成 23 年度実施に向

けた成案を得るべく、更に検討を進めます。 

   車体課税については、エコカー減税の期限到来時までに、地球温暖化対策の観点や国及び地方の財政の状況も踏まえつ

つ、今回、当分の間として適用される税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で抜本的な見

直しを検討します。 

   これらを法律において規定することとします。 
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第５章 今後の進め方 

 

このたびの大綱で、税制調査会は年度税制改正だけでなく、第１章では基本的考え方、第３章では中長期的な改革の方向性

も示しました。 

今後、経済財政運営の方針、中長期的な財政健全化の道筋、社会保障制度改革、真の地域主権に向けた国・地方の役割分担

や地方消費税も含めた地方税制のあり方、低炭素社会の実現に向けた取組に関する政府全体の検討を踏まえながら、税制の抜

本改革を実現していく必要があります。 

そのためには、このたびの大綱を踏まえ、さらに議論を深掘りする必要があります。 

議論を深掘りするに当たっては、過去の経験からも学ぶ必要があります。その意味で 80 年代以降の内外の税制改革の総括

も必要です。 

そのため、第２章で述べた通り、専門家委員会を近日立ち上げ、税制全般にわたり詳細な検討を進めます。専門家委員会の

議論には政治家も加わります。専門家委員会には、税制抜本改革実現に向けての具体的ビジョンの全体像について助言を求め

ていくことになりますが、それに当たっては、80年代以降の世界的潮流の中での内外の税制改革を総括しつつ、検討すべき課

題を見出していきたいと考えています。そうした課題の中には、給付付き税額控除の制度設計や国際課税などの実務的・技術

的な検討課題もあります。 

税制調査会は、専門家委員会のこうした助言を受けながら、内閣官房国家戦略室とも連携しつつ、歳出・歳入一体の改革が

実現できるよう、税制抜本改革実現に向けての具体的ビジョンとして、工程表を作成し、国民の皆様にお示しします。 

同時に、国民を代表する政治家が各々国民と議論を交わし、国民の納得を得た上で、工程表に基づき税制の抜本改革を実現

します。 
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所得税法等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第十三号）（抄） 

 

附 則 

 

（税制の抜本的な改革に係る措置） 

第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給

付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向け

た集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改

革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年

代（平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。）の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするもの

とする。 

２ 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等

を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること

及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。 

３ 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。 

一 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税

率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除（給付と税額控除

を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。）の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で

子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。 

二 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に

留意しつつ、課税ベース（課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。）の拡大とともに、法人の実

効税率の引下げを検討すること。 

三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確

立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及

び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数

税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。 
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四 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り

方及び暫定税率（租税特別措置法及び地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）附則に基づく特例による税率をいう。）

を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。 

五 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベ

ース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。 

六 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。 

七 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の

充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体

系の構築を進めること。 

八 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化（環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。）を推進す

ること。 


